
１ 実施の概要

長野市観光振興計画（案）に対する市民意見等の募集結果について

（１）募集期間
平成２８年１２月１日（木）～平成２８年１２月２８日（水）

（３）意見の募集方法
①書面での提出（持参、郵送、ファクシミリ）
②電子メールでの提出

（２）計画（案）の閲覧場所
①市役所（観光振興課、行政資料コーナー、27支所、中山間地域住民自治協議会事務局）
②市ホームページ

１

次のとおりパブリックコメントを実施しました。
資料１

長野市観光振興専門分科会資料
平成29年1月25日

②電子メールでの提出
③ながの電子申請サービスによる提出
※意見募集チラシにQRコード（二次元バーコード）を掲載し、
スマートフォンによるアクセス向上を図りました。

（４）意見募集の案内方法
①記者会見 平成28年11月18日（金）
②市ホームページ 長野市トップページ「市政への声」、観光振興課の新着情報に掲載
③広報ながの 12月号 「パブリック・コメント 皆さんのご意見を募集します」に掲載
④意見募集チラシ 計画案の閲覧場所に設置



市民意見等の募集結果は以下のとおりです。

２ 募集の結果

（１）意見提出者 ２名 （窓口１名、電子申請1名）

（２）意見等の件数 ４件

２

分 野 件数

観光資源の活用に関するご意見 ３

情報通信機器を活用した多言語表示に関するご意見 １

（３）提出内容別の件数

（４）案に対する意見等の対応

対応区分 対応方針 件数

１ 計画案を修正・追加する １

２ 計画案に盛り込まれており、修正しない ０

３ 計画案に盛り込まれており修正しないが、今後の事業の参考とする。 ０

４ 検討の結果 、修正しない ０

５ その他（質問への回答や現状説明） ３

合 計 ４

合 計 ４



３ 市民意見の内容と市の考え方 （１）

№ 該当
ﾍﾟｰｼﾞ

項目内容 意見の要旨 長野市の考え方
計画への
対応内容

１ ３１ 政策体系
政策１ 観光
地域づくりの
実践

「山と川の文化芸術都市宣言」
を提唱

事業1-2-3「スポーツや文化芸術、文化
財などを切り口としたコンテンツ開発」に
おいて、戸隠、飯綱エリアの誘客強化と、
スポーツ、文化芸術等を有効活用し観
光コンテンツ開発に取り組んでいきます。

対応区分５

その他（質問への
回答や現状説明）

２ ３１ 政策体系
政策１ 観光
地域づくりの

飯縄山頂の飯縄神社本宮の
改築、避難小屋を兼ねた飯縄文
化会館を建設しイベントなどを

事業1-2-3「スポーツや文化芸術、文化
財などを切り口としたコンテンツ開発」に
おいて、戸隠、飯綱エリアの誘客強化に

対応区分５

その他（質問への

３

地域づくりの
実践

化会館を建設しイベントなどを
開催、リフトの設置、天狗の麦飯
の活用などにより、飯縄山、戸
隠山、善光寺のトライアングル
パワーが発揮されます。

おいて、戸隠、飯綱エリアの誘客強化に
向け、各スキー場や、キャンプ場、遊歩
道、トレッキングコース、アクティビティ施
設等の整備・充実により、観光コンテン
ツ開発に取り組んでいきます。

ご提案の飯縄山頂の開発については、
現時点では、想定していません。

その他（質問への
回答や現状説明）

３ ３１ 政策体系
政策１ 観光
地域づくりの
実践

昔、飯山から松代まで運行し
ていた、帆をかけた川舟の復活

費用対効果や安全性の点から舟の運
行は困難と考えます。

対応区分５

その他（質問への
回答や現状説明）



３ 市民意見の内容と市の考え方 （２）

№ 該当
ﾍﾟｰｼﾞ

項目内容 意見の要旨 長野市の考え方
計画への
対応内容

４ ３８ 政策体系
政策３ 地域
資源に根ざし
たインバウン
ドの推進

事業3-2-1「主要観光地・主要
施設、主要観光コンテンツの多
言語化促進」

「情報通信機器の活用も検討し
た」多言語化促進を提案します。

主な取組内容に「主要観光地
の案内表示等の多言語化」と
ありますが、次期長野市高度
情報化基本計画の施策29「来

事業3-2-1「主要観光地・主要施設、主
要観光コンテンツの多言語化促進」にお
いて、情報通信機器の活用についても
想定しているため、主な取組内容の「主
要観光地の案内表示等の多言語化」の
記載に「（スマートフォン等の情報通信
機器の活用を含む）」を追加する。

修正前：「主要観光地の案内表示等の

対応区分１

計画案を修正・追
加する

４

訪者に伝わりやすい多様な情
報提供の推進（再掲）」と連携し、
単に案内表示に多言語をその
まま追加するのではなく、うまく
情報通信機器を活用したス
マートな表示・伝達を検討いた
だきたく思います。

多言語化」

修正後：「主要観光地の案内表示等の
多言語化（スマートフォン等の情報通信
機器の活用を含む）」


